理事長並びに常務理事及び事務局長の執行権限に関する規程

　(目的)
第１条　この規程は、社会福祉法人全国盲ろう者協会(以下「この法人」という。)定款第１５条第２項並びに第３項及び第２８条第２項の規定に基づく理事長並びに常務理事及び事務局長の業務執行の適正化を図るため、その執行権限を明確に定めることを目的とする。

　(理事長の専決事項)
第２条　定款第２４条に定める理事長の専決事項は、別表１のとおりとする。

　(常務理事の受任事項)
第３条　前条に定める理事長の専決事項のうち、定款第１５条第３項に定める常務理事が理事長専決権の委任を受けて執行する業務は、別表２及び別表３のとおりとする。

第４条　事務局長は、別表３に掲げる支出、契約及び物品等の廃棄について、それぞれ同表に掲げる金額以下のものに限り、専決することができる。

　(改廃)
第５条　この規程の改廃は、理事会の決議による。


　(附則)
　１　この規程は、２０２１年９月１３日から施行する。

　２　理事長専決事項(平成１７年３月２５日制定)は、廃止する。
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別表１
理事長の専決事項

１、法人一般及び人事に関する事項
（１）理事会及び評議員会の招集に関すること（法令及び定款に定める招集者が行う召集を除く。）
（２）理事会又は評議員会の議案の提出に関すること（法令及び定款に定める議案権者が議案を提出する場合を除く。）
（３）規程、規則等の制定又は改廃（法令又は定款で理事会又は評議員会が決議すると定めた場合を除く。）
（４）予算編成及び決算調整
（５）予算の流用並びに予備費の計上及び使用
（６）債権の免除（１０万円以下に限る。）又はその効力の変更（法人の運営に重大な影響があるものを除く。）に関すること
（７）法人の組織及び権限に関すること（重要なものを除く。）
（８）苦情対応第三者委員会の委員の選任
（９）職員の採用（事務局長その他の重要な役職を除く。）
（１０）職員の人事配置に関すること（事務局長その他の等の重要な役職を除く。）
（１１）有期雇用契約職員の採用
（１２）職員の休暇及び職務免除等に関すること
（１３）時間外勤務命令及び旅行命令に関すること
（１４）職員の昇給及び昇格の基準に関すること
（１５）職員の昇給者及び昇格者の決定
（１６）休職、復職、退職並びに育児休業および介護休業に関すること
（１７）職員の表彰、制裁及び解雇に関すること
（１８）職員の人事記録及び身分証明書に関すること
（１９）職員の諸手当に関すること
（２０）職員の健康診断の実施に関すること
（２１）職員の日常の労務管理及び福利厚生に関すること
（２２）職員の研修に関すること
（２３）諸証明に関すること（（１８）に掲げるものを除く。）
（２４）金融機関を指定すること
（２５）管理する資産の種類の変更に関すること

２、収入に関する事項
（２６）寄付の受入れ（１千万円に相当する金額以下のものであって、使途の制限その他の条件が付されていないものに限る。）
（２７）国庫委託金及び各種助成金等の収受

３、支出に関する事項
（２８）固定資産の取得及び処分（取得価額又は簿価が別表３に定める金額以下のものに限る。）
（２９）建設工事等の請負契約又は委託契約（別表３に定める金額以下のものに限る。）
（３０）報酬、給与、旅費、賃金及びその他の定期的な支出
（３１）日常的に使用する消耗品その他の物品の購入
（３２）緊急を要する物品の購入
（３３）上記以外の支出であって、別表３に定める金額以下のもの



別表２
常務理事の受任事項

１、法人一般及び人事に関する事項
（１）有期雇用契約職員の採用
（２）職員の休暇及び職務免除に関すること
（３）時間外勤務命令及び旅行命令に関すること
（４）休職、復職及び退職並びに育児休業及び介護休業に関すること
（５）職員の人事記録及び身分証明書に関すること
（６）職員の健康診断の実施に関すること
（７）職員の日常の労務管理及び福利厚生に関すること
（８）職員の研修に関すること
（９）諸証明書に関すること（（５）に掲げるものを除く。）

２、支出に関する事項
（１０）報酬、給与、旅費、賃金及びその他の定期的な支出
（１１）日常的に使用する消耗品その他の物品の購入



別表３
支出に係る決裁基準

	項目
	摘要
	決裁権者及び決裁金額
(単位：万円以下)

	
	
	事務局長
	常務理事
	理事長

	固定資産・物品等の購入
	購入総額
	100
	300
	500

	建設工事等の請負契約又は委託契約に関する支出
	契約金額
	100
	300
	500

	修繕費等の支出
	
	100
	300
	500

	その他の支出
	
	100
	300
	500

	リース契約
	契約金額(総額)
	200
	500
	800

	固定資産等の除却、物品等の廃棄
	簿価
	100
	300
	500




